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【建築用材としての利用】

　木材は、断熱性が高く、調湿作用があり、目に与える刺激が少ないなど、人に心地よい感覚を与えてくれる素材です。

　日本では木材を建築用材とし

て住居や、京都・奈良にみる歴史

的木造建築物まで幅広く利用さ

れるなど、古くから木材をうま

く利用して快適で豊かな生活を

送ってきました。

　平成２２年には、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、

公共の場へ木造の建築物が採用されることが多くなりました。木材の断熱性（あたたかさ）

や調湿作用から、学校や福祉施設での利用にも関心が高まっています。

　木材を住宅や家具にたくさん利用し、手入れをしながら大事に使い続ければ、木材の中に固定された炭素をそれ

だけ多く、長い間蓄えることになり、大気中の二酸化炭素の濃度が上昇するのを抑えるのに役立ちます。つまり、

木造住宅や壁や床に木材を多く使った建物を増やしていくことは、街にもう一つの森林を造ることと同じような効

果があり、二酸化炭素の貯蔵、排出抑制を通じて、地球温暖化防止にも貢献していることになります。

【エネルギー利用】

　戦後の日本では、昭和 30 年代まで木材を薪や炭などの燃料用として利用していましたが、時代とともに化石燃

料が主流となり、木材の燃料として利用はほとんどなくなっていました。

　しかし、近年は地球温暖化の問題や林地残材の有効利用への対応から、環境面で優れている木材のエネルギー利

用に改めて注目が集まり、全国で次々と木質バイオマス発電施設が稼働しています。

　このような発電所では、未利用間伐

材として森林に放置される端材や枝葉

をエネルギーとして有効活用していま

す。木材は、光合成により大気中の二

酸化炭素を植物が吸収してできたもの

なので、木材を燃やしても、もともと大気中にあった二酸化炭素が元

に戻るだけで、大気中の二酸化炭素の総量は変わりません。このため、

石油などの化石燃料の代わりに木材をエネルギーとして利用すれば、

その分、さらに二酸化炭素の排出を抑制することができます。

　木材は、再使用、再利用、再生産することができる貴重な資源で、最終的には土に返ります。同じ材料をできる

限り効率的に繰り返し使うことが、資源の消費を減らし、環境を守ることにつながるのです。

　一方で、他の材料や化石燃料の利用が進んだことから、国内の林業生産活動は長く低迷が続き、森林も放置され

ることが多くなりました。近年、国産材の利用が見直され徐々に利用量が増えており、国内の林業生産活動も回復

の兆しがあります。木材が利用され、その収益が林業生産活動に還元され、植える、育てる、収穫する、使うとい

うサイクルが持続されることが理想です。

木材の利用
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ニュース

【福井森林管理署】　１月３１日（火）に、林業への就業

者を育成する「ふくい林業カレッジ」で学ぶ若者たちが

「国有林野事業」について学びました。これは林業カレッ

ジを運営する福井県から当署に講義の依頼があり実現し

たものです。

　 講 義 は、

中本署長が

講師となり

国有林と民

有林の違い

などを折り

込みながら、

福井署管内

の国有林の現況や業務内容、森林を守り育てる具体的取

組みについて講義を行いました。

　「ふくい林業カレッジ」は、平成 28 年 6 月１日に開

校し、講義を受講した２０代から４０代の９人（うち女

性２人）の研修生は第１期生になります。研修生は１年

間の研修終了後に県内の林業関係の仕事に就くことも

あって「林業の低コスト化への取組み」や「国有林の経

営方針」などに対する関心が高く、熱心に傾聴する姿勢

が見られました。

　福井県の林業就業者は、昭和６０年度の２, ４８０人

をピークに平成２６年度には５４６人にまで減少してい

ます。林業カレッジで学ぶ研修生たちは、福井県の林業

を支える人材となることが期待されています。

　講義の最後に中本署長から「福井県の林業・木材産業

を変えるチャンスが来ています。民有林と国有林が連携

して、越前・若狭地方における林業の成長産業化を実現

させるべくさらなる飛躍を遂げましょう。」とエールを

贈り講義を締め括りました。

「ふくい林業カレッジ」の研修生、
国有林野事業について学ぶ！

都島中学校２年生が職場体験‼

【総務企画部 総務課】　11 月 10 日（木）～ 11 日（金）

に、大阪市立都島中学校２年生４名が近畿中国森林管理

局に職場体験にきてくれました。

　１日目の午前中は総務課研修主任官の指導により、箕

面国有林内で下刈りの森林整備作業を体験してもらいま

した。

　下刈り鎌を見るのも初め

てで、最初は慣れない手つ

きで鎌を振っていましたが、

次第に慣れてきて上手に

なっていました。

　午後からは、同国有林内の歩道をコンパスで測量を行

いました。こちらも初めて使う機械でしたが、機械の据

え方、調整ネジの動かし方、角度の読み方等を教えると

すぐに理解し、4 人が交代しながら距離などを測ってい

ました。

　その後、鋸を使用して、切

り株を切る体験をしてもらい

ました。切り株が古く硬くなっ

ていたせいか、かなり苦労し

て切り株を切っていました。

　２日目の午前中は、森林管理局内で研修主任官から箕

面国有林の施業の仕方等の説明、地図の見方などの説明

を受けました。その後、１日目に測った測量の成果を製

図する体験をしました。

　現地で測量した斜距離や角度

から、水平距離を計算し、全円

分度器や三角スケールを使って、

製図を行いました。自分達が測っ

た結果が、どのようになるか分

かり納得した様子でした。

　午後からは、広報主任官の指導の下、今回の職場体験

学習を広報誌に掲載する目的で、掲載する記事を自分た

ちで作成してもらいました。パソコンを使っての作業

だったのですが、文章ソフトを使い、写真を挿入・レイ

アウトしながら作成していました。

　2 日間という短い期間でした

が森林管理局の業務の一部を体

験してもらい、森林に親しむ機

会が増え、森林の大切さを理解

していただいたと思います。
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【森林整備部 技術普及課】　12 月 23 日 ( 金 ･ 祝 )、近

畿中国森林管理局に隣接する商業施設「OAP プラザ」

において、「OAP クリスマス 2016 Let's Party スペ

シャルイベント キッズクリスマスパーティー」が開催

されました。近畿中国森林管理局も OAP プラザの要請

を受け、「子ども出張森林教室～クイズに答えて森のは

かせになろう～」として出展を行いました。

  当日、会場には森林管理局の他に３つのワークショッ

プブースとイベントステージが設けられ、親子連れはも

ちろんのこと、親子３世代での来場もあり、多くの来場

者でにぎわいました。

  近畿中国森林管理局のブースでは、大阪府内の各地か

ら、約 30 家族、85 名の方に参加 ･ 体験していただき

ました。

  今回体験いただ

い た 内 容 の 中 で

は、松ぼっくりで

作るトナカイのク

ラフト体験が人気

を集め、人の途切

れがないほどの盛況ぶりでした。また、古い国有林の図

面を再利用したクリスマスツリーの折り紙体験では、大

人の方が関心を持たれ、質問いただく場面もありました。

　なお、人気を集めたクラフト体験は、こちらから森林

にまつわる〇×クイズに参加いただいた方への特典とし

て実施し、答えていただいた解答用紙をその場で採点、

得点に応じた「ごほうびシール」を全員にプレゼント

しました。見事全問正解したら「（ちいさな）森のはか

せ」になれると称したクイズであったため、かなり難問

をそろえていましたが、合格証となる「もうちいさな森

のはかせだよ」のシールも何枚か出ました。幼稚園ぐら

子ども出張森林教室～クイズに答えて
森のはかせになろう～を開催しました！

お知らせ

いの小さな挑戦者が、お父さんやお母さんに問題を読ん

でもらいながら一生懸命悩んでくれる姿はなんとも微笑

ましく、こちらが申し訳なくなるほどでした。参加いた

だいた保護者から

も「大人にとって

も知識を学べて良

かった」とのあり

がたいコメントを

いただきました。

  今回が初めての

出展となりましたが、ブース前には、クリスマスイベン

トに関連して、大きめのスギの木をクリスマスツリー風

に仕立て、「森林、山、木にまつわるみんなのつぶやき

ツリー」と称して、来場者から思いをメッセージ仕立て

で飾り付けてもらうコーナーを設置しました。森や自然

についてお孫さんと語り合いながら飾り付けをされるお

じいちゃん、おばあちゃんの姿も見

受けられ、なんとも微笑ましいかぎ

りでした。メッセージの中には、「山

には神様がいる！」という力のこ

もったつぶやきや自然の大切さを切

に願うコメントもあり、森林に対す

る関心の高さがうかがえる取組とな

りました。

地域管理経営計画等に関する
有識者懇談会の開催について

　近畿中国森林管理局では、国有林野の管理経営に関す

る法律等に基づき森林計画の策定等を行うこととしてお

り、これらの計画案について学識経験者等のご意見をお

聴きするため、下記のとおり有識者懇談会を公開で開催

しますのでお知らせします。

＊	日時　2 月 28 日（火曜日）10 時～ 12 時

＊	場所　近畿中国森林管理局　4 階大会議室

＊	議題　平成２８年度策定第５次地域管理経営計画、

第５次国有林野施業実施計画及び変更計画 ( 案 )、他

＊	傍聴等　本懇談会の傍聴の事前登録は必要ありませ

んが、当日庁舎入口で入館手続きをお願いします。

取材・撮影等については議事進行の支障にならない

ようにご配慮願います。 

 また、当日は事務局の指示に従うようお願いします。

＊	お問い合わせ 

近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課 

TEL：050-3160-6733・6740
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【2 月のテーマ：各署等】
　	2/	1 ～		2/28　各署等の取組紹介　

【企画展示（技術普及課）】

【3 月のテーマ：自由展示】
　	3/	1 ～		3/14　

富山発！優良無花粉スギ「立山森の輝き」

【富山県農林水産部森林政策課】

  森
も り

林のギャラリー（局庁舎1階）    

　今月の花草木は「杉（スギ）」です。

　スギは日本の固有種で、スギ科スギ属（１種１

属）の樹木です。

　スギは、日本一樹高が高くなる木で、大きいも

のは 5 0 m 以上にもなり、長寿であることも知られ

ています。樹齢 2 , 0 0 0 年～ 3 , 0 0 0 年と言われる

スギが日本の各地にあります。

　 日 本 で い ち ば ん 多 く 植 え ら れ た 木 で、 北 海 道

南部以南の日本全土にわたってスギ林が見られ、

建築材、家具、工芸、樽や桶などに使われてい

ます。

　

　これからスギ花粉に悩む人には、憂鬱な季節と

な り ます が、花 粉 症 の 対 策 の 一つとし て、「 少 花

粉スギ」や「無花粉スギ」の品種の開発が行われ、

平成８年度から平成 2 5 年度までに、少花粉スギ

1 3 7 品種、無花粉スギ２品種が開発されています。

花 草 木

みのお森のセラピー
～春の特別企画～

箕面森林ふれあい推進センター「森林ふれあい推進事業」

　癒しの森で【こころ】と【からだ】をリフレッシュし

ませんか？ 

＊	日時　3 月 12 日（日曜日）　10 時～ 13 時ごろ

＊	場所　箕面市勝尾寺園地 周辺（箕面国有林内）

＊	定員・締切　15 名　先着順締切

＊	料金　お一人 2,500 円

＊	持ち物　お弁当、飲み物、雨具、ピクニックシート

＊	その他　動きやすい服装・靴でご参加ください。 

　参加費は、当日にお支払いください。 

　対象は高校生以上の方です。 

　現地までは、無料送迎バスもご利用いただけます。 

（近畿中国森林管理局、阪急箕面駅前より乗車）

＊	応募・お問い合わせ先 

NPO 法人　みのお山麓保全委員会 

〒　562-0001　大阪府箕面市箕面六丁目 3-1 

TEL・FAX　072-724-3615

平成 29 年度策定の地域
管理経営計画の検討方向に
対する意見募集について

　近畿中国森林管理局におきましては、「管理経営基本

計画」に即し、森林計画区ごとに、国有林野の管理経営

に関する基本的事項を定める「地域管理経営計画」を策

定しています。

   この度、平成 29 年度に地域管理経営計画を策定する、

若狭、尾鷲熊野、湖南、淀川上流、大和・木津川、斐伊

川、吉井川、萩の 8 つの森林計画区について計画策定

に先立ち、次期計画（平成 30 年 4 月～平成 35 年 3 月）

の策定にあたっての考え方「次期地域管理経営計画の検

討方向」を以下のとおり公表し、皆様からのご意見を募

集します。 

＊	提出期限　2 月 23 日（木曜日）17 時必着

＊	提出先　近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課 

または、各森林計画区の森林管理署（森林管理事務所）

＊	その他 

電話でのご意見はご遠慮ください。 

詳細は下記ホームページをご確認ください。 

http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/keikaku/

opinion/290124.html
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シリーズ　『国有林 最前線！』
　総務企画部　経理課

　経理課内には、企画、支出、収入、主計、経理第一、第二、の６係があり、物品調達の入札、物品管理、庁舎施設の管理及び

修繕、契約等に係る支払い、立木売払代金、貸付料等の徴収など経理全般の幅広い業務を行っています。

　特に、支払と徴収については、１１森林管理署及び３森林管理事務所で契約した案件の支払及び徴収事務についても全て経理

課で対応することから、毎日数十件ある支払及び徴収案件の書類について、契約内容、適用条項、支払い金額などに間違いがな

いかの確認を行い、毎日適正な支払と徴収の事務に努めています。

  また、建設工事等の競争参加資格の審査などの業務のほか、管内の森林管理署及び森林管理事務所での一般競争入札及び随意

契約で契約締結した物件を一覧表形式で毎月ホームページに契約情報として公表しています。特に、公共工事に係る入札につい

ては、契約締結後、ホームーページで入札案件毎に速やかな契約情報の公表に努めています。

  近畿中国森林管理局の庁舎は、平成６年に新築し、平成２３年に耐震補強工事を実施している地上４階地下１階建で内装材に

木材を多用した庁舎となっています。１階のホールは展示ギャラリーとして森林の情報を発信する場として、皆さんに楽しんで

いただいています。また、食堂では、ジビエ（シカ肉）料理の提供もしています。

　庁舎は、築２３年ですが、今後も木のぬくもりを感じる庁舎として、大切に長く使い続けるため、施設点検等を行い、適切な

庁舎管理に努めていきます。

　－西山口森林事務所の紹介－　山口森林管理事務所　首席森林官　佐藤 博雅

　西山口森林事務所は、山口県中央部に位置する山口市に所在する山口森林管理事務所 1階にあります。

　管内では、ＪＲ山口線（新山口～津和野間）を C57 形蒸気機関車 1 号機

ＳＬ「やまぐち」号が走っています。この機関車は、四国を除く全国各地

の主要線区で活躍し、近代蒸気機関車の傑作機の一つとされ、細いボイラー

と大きな動輪の組み合わせからスタイル全体のバランスがとれ、「貴婦人」

の愛称で多くの方々に親しまれています。

　当森林事務所は、西山口担当区と阿東担当区を管轄しており、国有林等

は５市１町（山口市、美祢市、長門市、下関市、萩市、阿武町）に所在し、

山口県内の国有林等所在 11 市町の半分以上となっています。管轄する国有

林等は、保安林整備臨時措置法等により買い入れされた 11 団地 2,959ha、

と官行造林 41 団地 2,128ha です。

　西山口担当区の国有林等は、県の西部に位置し、国有林は 1 団地 236ha

官行造林 26 団地 432ha で、官行造林での事業が中心で立木販売等が計画さ

れています。

　また、阿東担当区部内には、県を代表する渓谷の長門峡があり、県立自然

公園に指定されています。日本海に注ぐ阿武川上流に位置し紅葉の名所とし

て有名な渓谷で、清流の両岸に迫る断崖絶壁、奇岩、巨石など雄大な景観が

続き、深淵が周辺の植物と一体となって美しい渓谷をかもしだし、観る人の

心を和ませる場所です。現在、国有林での事業は保育作業が中心ですが、今

後は伐期に達する分収育林等の立木販売が中心になっていきます。

　管轄面積が広いことから移動距離が長く時間もかかるため、請負事業の監

督や林野巡視など時間配分を考えながら安全運転・安全作業に努めて行きた

いと思います。

長門峡国有林

ＳＬやまぐち号


